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(57)【要約】        （修正有）

【目的】  復号器の処理手順を固定化することなくして

その基本処理過程だけを設定しておき、復号化処理手順

は符号伝送に先だって伝送する音声信号符号化復号化方

法を提供する。

【構成】  楽音を含む音声信号を符号化復号化する方法

において、復号化に使用する基本処理過程を予め設定し

ておき、符号器は復号化および信号生成手順を基本処理

過程の組合せにより表現した系列を最初の一回だけ伝送

し、引き続いてこの復号化および信号生成手順に対応す

る様に入力音声信号を符号化して伝送し、復号器は伝送

された復号化および信号生成手順を復号化し、この復号

化された手順を使用して伝送された符号化音声信号を復

号化して音声信号を生成する音声信号符号化復号化方

法。



【特許請求の範囲】

【請求項１】  楽音を含む音声信号を符号化復号化する

方法において、

復号化に使用する基本処理過程を予め設定しておき、

符号器は復号化および信号生成手順を基本処理過程の組

合せにより表現した系列を最初の一回だけ伝送し、引き

続いてこの復号化および信号生成手順に対応する様に入

力音声信号を符号化して伝送し、

復号器は伝送された復号化および信号生成手順を復号化

し、この復号化された手順を使用して伝送された符号化

音声信号を復号化して音声信号を生成する、

ことを特徴とする音声信号符号化復号化方法。

【請求項２】  請求項１に記載される音声信号符号化復

号化方法において、一方方向伝送の場合、符号器の符号

化処理手順を基本処理過程の組合せにより構成する、こ

とを特徴とする音声信号符号化復号化方法。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【産業上の利用分野】この発明は、音声信号符号化復号

化方法に関し、特に、楽音を含む音声信号をでき得る限

り少ない情報量によりディジタル符号化復号化する音声

信号符号化復号化方法に関する。

【０００２】

【従来の技術】従来の音声信号符号化復号化方法におい

ては、信号処理手順および処理手順を構成する基本パラ

メータは予め決められている。実時間音声信号符号化復

号化処理装置においては、信号処理プロセッサのプログ

ラム或はデータとして読みだし専用メモリに固定化記憶

されている手順が使用される。特に、通信用途において

は、不特定の相手と接続することになるので手順は厳密

に標準化されている。

【０００３】信号処理手順および処理手順を構成する基

本パラメータを標準化することにより相互接続性が保証

され、プロセッサの大量生産も可能になる。その反面、

これらの手順の標準を作成るには多くの年月と労力とを

要し、装置自体も標準化固定化されるために、一旦、標

準が設定されるとその変更は容易ではない。しかし、通

信システムが多様化するに伴い、要求条件も多様化する

と共にこれに対応して個別に数多くの標準が必要となる

に到る。そして、プロセッサ製造技術および符号化技術

の進歩も著しい。以上のことから標準化された手順も短

期間に陳腐化する。

【０００４】一方において、多様な要求条件に柔軟に対

応するために、符号化復号化処理手順を高級プログラム

言語により記述し、これらプログラムを符号伝送に先だ

って伝送する方法も開発されている。しかし、この場合

は一般の高級プログラム言語を音声信号処理プロセッサ

に最適な言語に自動変換する必要があるのであるが、こ

の様にすると、音声信号処理効率は大幅に低下して実時

間処理は困難になる。

【０００５】

【発明が解決しようとする課題】この発明は、音声信号

を少ない情報量により符号化するとき、音源の特徴或は

要求条件に合わせて柔軟に符号化復号化に対応すること

ができる音声信号符号化復号化方法を提供するものであ

る。

【０００６】

【課題を解決するための手段】楽音を含む音声信号を符

号化復号化する方法において、復号化に使用する基本処

理過程を予め設定しておき、符号器は復号化および信号

生成手順を基本処理過程の組合せにより表現した系列を

最初の一回だけ伝送し、引き続いてこの復号化および信

号生成手順に対応する様に入力音声信号を符号化して伝

送し、復号器は伝送された復号化および信号生成手順を

復号化し、この復号化された手順を使用して伝送された

符号化音声信号を復号化して音声信号を生成する音声信

号符号化復号化方法を構成した。

【０００７】そして、上述の音声信号符号化復号化方法

において、一方方向伝送の場合、符号器の符号化処理手

順を基本処理過程の組合せにより構成する音声信号符号

化復号化方法を構成した。

【０００８】

【実施例】この発明の実施例を図１および図２を参照し

て説明する。図１は音声信号符号化において良く使用さ

れる合成フィルタが実行する処理を示す。この処理の内

の合成フィルタに供給する系列ｚの作成処理は以下の基

本処理過程により記述する。合成フィルタに与えられる

パラメータはインデックス０（ｉｎｄｅｘ０）、インデ

ックス１（ｉｎｄｅｘ１）、極性０（ｐｏｌ０）、極性

１（ｐｏｌ１）、利得（ｇ）の５個である。極性０（ｐ

ｏｌ０）が０のときがプラス、１のときがマイナスを意

味することにする。

【０００９】ｇｅｔｖｅｃ（ｉｎｄｅｘ０、ｘ）

ｇｅｔｖｅｃ（ｉｎｄｅｘ１、ｙ）

ｉｆ（ｐｏｌ＝１）ｍｕｌｔｉｐｌｙｃｏｎｓｔ（ｘ、

－１、ｘ）

ｉｆ（ｐｏｌ＝１）ｍｕｌｔｉｐｌｙｃｏｎｓｔ（ｙ、

－１、ｙ）

ａｄｄｖｅｃ（ｘ、ｙ、ｚ）

ｍｕｌｔｉｐｌｙｃｏｎｓｔ（ｚ、ｇ、ｚ）

基本処理過程は以下の様に定義しておく。

【００１０】ｇｅｔｖｅｃ（ｉｎｄｅｘ、ｘ）

予め決めておいた符号帳のｉｎｄｅｘで指定されるＮ次

元のベクトルをｘに代入する。

ｍｕｌｔｉｐｌｙｃｏｎｓｔ（ｘ、ｃ、ｙ）

Ｎ次元のベクトルｘのすべての要素をｃ倍してＮ次元の

ベクトルｙに代入する。

【００１１】ａｄｄｖｅｃ（ｘ、ｙ、ｚ）

Ｎ次元のベクトルｘ、ｙの要素毎の和をＮ次元のベクト

ルｚに代入する。ここで、インデックスに数値を与える
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ことにより符号帳の内容を選択し、これに極性、利得を

与えて合成フィルタを介して出力する。

【００１２】図２はこの発明の音声信号符号化復号化方

法を説明する図である。符号器は、復号化および信号生

成手順を図１に示される通りに予め決められている基本

処理過程を呼び出す形で記述する。引き続いてこの復号

化および信号生成手順に対応する様に入力音声信号を符

号化する。そして、符号器はこの記述された復号化およ

び信号生成手順を伝送すると共に、符号化された符号化

信号系列を伝送する。

【００１３】復号器は伝送された復号化および信号生成

手順を先ず復号化し、この復号化された手順に基づいて

伝送された符号化信号系列を復号化する。基本処理過程

の例としては、上述した通り、ベクトルの加減乗算、ベ

クトルの定数倍、ベクトルの代入、の他にベクトルの自

己相関および相互相関、フーリェ変換、基本波形合成、

その他の処理過程を列挙することができる。

【００１４】符号器における符号化処理は、入力信号系

列から信号生成手順により合成した結果と入力との間の

差である歪ができ得る限り小さくなる様に合成パラメー

タを決めて実行することになる。ここで、例えば音楽の

記録、配送の如く記録配送センターから加入者への一方

方向伝送をする場合においては、符号器の符号化処理手

順は必ずしも伝送する必要はなく、復号器と同様に基本

処理過程の組合せにより構成する。そして、新規の符号

化方法、特定の要求条件に合わせた符号化方法、或は自

分の声に適合した符号化方法を記述した読みだし専用メ

モリー或はＩＣカードを必要に応じて購入すれば良い。

【００１５】

【発明の効果】この発明は、これを要約するに復号器の

処理手順を従来例の如く固定化することなくしてその基

本処理過程だけを設定しておき、処理手順は符号伝送に

先だって伝送するものである。この発明は、上述した通

り通常の入力音声信号符号化に先だって復号化および信

号生成手順を伝送するものであるから、多様な入力、多

様な要求条件に合わせて最適な処理手順を固定の符号化

復号化装置により実行することができる。従って、信号

処理手順を標準化することなしに品質の高い通信或は記

録をすることができ、設定された標準毎に装置を変更す

るという必要もなくなる。符号化復号化装置は符号化復

号化基本処理を能率良く実行することができる様に構成

されていればよい。また、基本処理過程と処理手順の記

述、その符号化復号化のみを標準化しておけばよい。

【００１６】音楽の記録、配送の様に記録配送センター

から加入者への一方方向伝送をする場合においては、復

号器のみについて基本処理過程を用意すればよい。符号

器は記録配送センターに設置しておいて、最新の符号化

方法、最新の音声分析技術、最新のハードウェアを使用

することができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】合成フィルタのモデルを示す図。

【図２】この発明の実施例を説明する図。

【図１】 【図２】
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